
電気用品安全法の解釈 － 電気用品安全法に関する質問について

電気用品安全法に関する質問について 令和７年２月１４日改訂
令和２年８月３１日 　 製品安全課

項  目 差込みプラグの寸法について 

１ 内容 

差込みプラグのトラッキング対策として、刃に樹脂を被せたものがあるが、技術

基準上の要求寸法はどのようになるのか。 

樹脂を被せたプラグ刃 切りかきを入れたプラグ刃 

２ 回答 

刃の幅及び厚さは、樹脂を取り除いた状態において旧解釈別表第四６（１）ニ

（ホ）の規定に適合する必要があります。樹脂を被せるために刃を切りかくなど

部分的に形状を変更する場合においても、６（１）ニ（ホ）の寸法の範囲内とす

る必要があります。

ただし、刃に樹脂を被せた状態で、６（１）ニ（ホ）に規定する最小寸法の刃

受けに支障なく嵌合する必要があります。例えば、６（１）ニ（ホ）図１に示す極

性の区別を有しないプラグの場合、樹脂を被せた部分は、幅ａ＜６．７ｍｍ（７－

０．３）、厚さｂ＜１．９ｍｍ（２．２－０．３）、高さｃ＜５ｍｍにする必要が

あります。 

（理由） 

旧解釈別表第四６（１）ニ（ホ）では、刃に樹脂を被せた状態の寸法を規定し

ているわけではなく、刃自体の寸法を規定しているため。ただし、刃に樹脂を被

せた状態で、最小寸法の刃受けに支障なく嵌合することが必要です。 


